
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３４号 

附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

令和７年６月３日 

長与町長 吉 田 愼 一 

提案理由 

 附属機関として、新たに長与町水道料金等審議会を設置するもの。 

上記議案を提出します。 



 

 

   附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

 附属機関の設置に関する条例（昭和３８年条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第１３８条の４第３項」の次に「及び地方公営企業法（昭和２７年法律第２９

２号）第１４条」を加え、「町」を「町長（上下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。）」

に改める。 

 別表に次のように加える。 

上下水道事

業の管理者

の権限を行

う町長 

長与町水道料

金等審議会 

１０人以

内 

会期中 水道料金、下水道使用料

等の適正化を図るため

の調査、審議及び意見の

答申に関する事務 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


